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   潮来市は、「「「「水辺などの自然を活かし、さまざまなふれあいのある、住民が豊かさを実感できるまち」水辺などの自然を活かし、さまざまなふれあいのある、住民が豊かさを実感できるまち」水辺などの自然を活かし、さまざまなふれあいのある、住民が豊かさを実感できるまち」水辺などの自然を活かし、さまざまなふれあいのある、住民が豊かさを実感できるまち」を

目標に掲げた『水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画』『水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画』『水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画』『水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画』を、平成１２年１２月に策定し、平成１３年４月に合併、

基礎自治体として１５年が経過した。 

平成１８年３月に名称を『水郷潮来市まちづくり計画』に改め、後期計画を策定。さらに平成24年3月に、震災

復旧等を踏まえつつ、後期計画の5年間延長を定めた、後期延長計画を策定した。 

 

この間の市政運営は、本計画を包括する形で、平成１５年９月に、その基本となる『潮来市第５次総合 

計画 後期基本計画』を改訂、平成２１年３月に『潮来市第６次総合計画』、平成26年3月には『潮来市第6次

総合計画 後期基本計画』を策定し、「地域、住民の一体性の形成」を前提としつつ、まちづくりを進めてき

た。 

 

これまでの間、潮来市が先導的に取り組んだ新たな地域づくりの道筋は、行財政改革の有効な手段としても

標準化され、大きく変化を遂げた周辺自治体との連携、さらには、少子高齢化の一層の進行、高度情報化や

地方分権の急速な進展、地域防犯や防災などへの対応から、自治体に求められる役割の変化や住民参画の

必要性が益々重要になってきている。 

 

合併後『水郷潮来市まちづくり計画』をすすめてきたが、平成２３年３月１１日に『東北地方太平洋沖地震』が

発生し、潮来市も特定被災区域に指定されるなど、日の出地区の液状化被害をはじめとして、甚大なる被害を

受け、『東日本大震災』からの復旧・復興の業務に注力せざるを得ない状況となった。 

 

こうした中で、本計画における平成１８年度からの後期計画が、平成２３年度をもって終了する予定であった

が、計画事業の震災による遅れや復旧状況を踏まえつつ、平成24年3月に、「後期計画」の５年間延長を定め

たところである。 

 

しかしながら、日の出地区の液状化対策をはじめ、様々な分野で震災復旧・復興事業を優先的に実施して

きたため、遅れている本計画事業を進めていく必要があることから、平成28年度までの「後期延長計画」を、更

に平成３３年度まで5年間の再延長を定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 水郷潮来市まちづくり計画 後期計画の策定・延長・再延長について 

１ 後期計画の策定・延長・再延長趣旨 
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（１） 計画の名称・構成 

 

これまでの「水郷潮来・牛堀合併まちづくり計画」の名称を、、、、『水郷潮来市まちづくり計画』『水郷潮来市まちづくり計画』『水郷潮来市まちづくり計画』『水郷潮来市まちづくり計画』に改める。 

   構成は、２１世紀を展望した長期的な視野に立った［Ⅲ［Ⅲ［Ⅲ［Ⅲ    建設の基本方針］建設の基本方針］建設の基本方針］建設の基本方針］、それを実現するための［Ⅳ［Ⅳ［Ⅳ［Ⅳ    

建設計画］建設計画］建設計画］建設計画］、［Ⅴ［Ⅴ［Ⅴ［Ⅴ    公共施設の統合整備］公共施設の統合整備］公共施設の統合整備］公共施設の統合整備］及び［Ⅵ［Ⅵ［Ⅵ［Ⅵ    財政計画］財政計画］財政計画］財政計画］で構成する。 

 

 

（２）計画の策定内容及び期間 

 

計画期間を、平成１３年度から平成２３年度までの１１ヶ年とし、平成１７年度までの５年間を前期計画、 

平成１８年度から平成２３年度までの６年間を後期計画、平成２４年度から平成２８年度までの平成２４年度から平成２８年度までの平成２４年度から平成２８年度までの平成２４年度から平成２８年度までの５５５５年間の年間の年間の年間の後後後後

期延長計画期延長計画期延長計画期延長計画を、さらにさらにさらにさらに平成平成平成平成３３３３３３３３年度まで年度まで年度まで年度まで５５５５年間年間年間年間延長する。延長する。延長する。延長する。 

 

 策定計画は、［建設の基本方針］［建設の基本方針］［建設の基本方針］［建設の基本方針］を踏まえ、後期延長５ヶ年の［建設計画］［建設計画］［建設計画］［建設計画］及び［財政計画］［財政計画］［財政計画］［財政計画］の５ヵ年再

延長計画とする。 

 

 

 

（３）計画の策定・延長・再延長手続き 

 

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号。以下「合併特例法」）第５条第７項及び第８項

の規定（市町村計画の変更）に基づき、策定・延長は、潮来市が茨城県知事協議、市議会の議決を経て決

定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水郷潮来市まちづくり計画の構成と期間、後期計画の策定・延長・再延長手続き 
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（１） 後期計画の性格 

 

本計画の策定は、「地域、住民の一体性の形成」と、さらなる「住民福祉の向上」を目指し、市の最上位計 

画となる潮来市第５次総合計画を基本とした。 

また、国・県事業の誘導や合併特例債の活用など、合併特例法に基づく様々な財政措置や合併のメリッ

トを享受するための根拠計画となるものであり、建設計画期間１１ヶ年のしめくくりの計画として、積極的に

各施策・事業の登載を行った。 

 

  （Ⅳ）建設計画（Ⅳ）建設計画（Ⅳ）建設計画（Ⅳ）建設計画における［基本方向］［基本方向］［基本方向］［基本方向］及び［施策の方針］［施策の方針］［施策の方針］［施策の方針］は、今後の施策展開の中で取り組むべき方向を

示したガイドライン的性格とする。これを踏まえた［［［［具体的施策］具体的施策］具体的施策］具体的施策］は、合併することで必要になる施策や一体的

に継続して実施する施策などについて取捨選択し、計画期間内での取り組み、実現を目指す実効的な中期計

画として策定したものである。 

 

 

（２） ［Ⅳ 建設計画］と［Ⅵ 財政計画］との関係 

 

「財政計画」は、「建設計画」の推進にあたって、必要となる財源の見通しとその年次別の重点的・効率

的配分など、計画的な行財政運営を図る指針とするものである。 

建設計画の事業化にあたっては、年次ごとの実施計画等をローリングしつつ、計画の進行管理を実施 

する。 

また、課題等が変容した場合は、当然ながら計画内容の見直しなど、柔軟な計画運用を図るものとす

る。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 水郷潮来市まちづくり計画 後期計画の性格 
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（１） 前期計画の取り組み 

 

「適正な行政運営の規模づくり」を背景に、水郷潮来市まちづくり計画「序論」において、以下の合併の必

要事由を提起している。 

①①①①    生活圏の拡大と一体化に伴う効率的・計画的な行政の実現生活圏の拡大と一体化に伴う効率的・計画的な行政の実現生活圏の拡大と一体化に伴う効率的・計画的な行政の実現生活圏の拡大と一体化に伴う効率的・計画的な行政の実現    

②②②②    地方分権の進展と行財政基盤の強化地方分権の進展と行財政基盤の強化地方分権の進展と行財政基盤の強化地方分権の進展と行財政基盤の強化    

③③③③    鹿行地域の地方中心都市の形成鹿行地域の地方中心都市の形成鹿行地域の地方中心都市の形成鹿行地域の地方中心都市の形成    

 

これを踏まえ、「合併を手段とした、行政の効率化による基盤の強化を図りつつ、真に住民福祉の向上」が

求められた前期の市政運営は、国・県の集中的な合併支援措置（合併補助金、交付税措置、合併特例債等）

や行財政改革大綱を踏まえつつ、合併記念事業となる「市立図書館建設」をはじめ、道路等の都市基盤

や生活環境の整備、教育・福祉など各施策・事業の推進を図り、広く住民生活の向上が見られている。 

 

    

 

（２） 持続的なまちづくりへ（後期計画への課題） 

    

市政運営は、様々な構造変化の進展（少子・高齢化、情報化、地方分権など）に起因する行政ニーズの多

様化や高度化、そして景気の低迷や国の構造改革（三位一体改革など）などにより、経営資源（特に財源）の

制約に直面しつつ、周辺を含めた各自治体の再編が一段落した今、さらなる行財政改革の推進と住民参画

を促進しつつ、新たな地域間競争のまっただ中にある。 

 

 

（課題認識） 

潮来市の広域的な位置づけや期待は、再編が進む中ではあるが、引き続き利便性の高い広域交通網や水 

資源を活かした観光・交流拠点の形成、そして鹿島臨海工業地帯の一翼を担う地域連携などとしていく必要が

ある。 

さらに、第５次総合計画策定時における住民意識における要請は、「住みやすい」としながらも、継続的な背 

景課題として、就職の機会の確保・拡充が挙げられている。 

基幹産業である、農業、観光などの総合的な振興策のほか、企業立地環境の整備等、民間活力を誘導する 

土地利用を進めていくことが必要になっている。 

そして保育、介護の社会化、地域の安心・安全な日常生活空間の確保や地域コミュニティの醸成などから、公 

共空間に対する新たな意識や公共サービスへの新たな期待も生じるなど、これら多様化・高度化する行政サー

ビスへの対応にも、新たな仕組みづくりが必要になっている。 

そうした中で、住民の負担と選択に基づいた、個々の地域にふさわしい総合的公共サービスを主体的に提供

する「分権型システム」への転換や、官と民の関係では、「指定管理者制度」の創設に代表されるように、住民団

体やＮＰＯ、企業など、地域の様々な主体が、公共機能の担い手として関わる「新しい公共空間」の形成事例も

台頭しつつある。 

特に、量から質、フローからストック（地域資源：人、施設、自然等）への転換が本格化しつつあり、成長期に蓄

積したストックの活用は、地域再生のための重要なファクター（要素）となる。そのための市民力が試される時代

であることも踏まえねばならない。 

４ 水郷潮来市まちづくり計画 後期計画の課題 
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都市機能の成熟化が進む一方、いよいよ人口減少が顕在化し、都市基盤の充実する潮来市のまちづくりの

課題は、［定住の促進］に他ならない。 

後期は、これまでの構造変化や地域防犯、防災、都市計画などの課題が、より鮮明な形となる。今後の

景気回復に大きく期待をしつつ、建設計画期間１１ヶ年のしめくくりの計画として、これらの課題認識を踏ま

え、積極的に各施策・事業の登載を行った。 

計画内容は、これまでの都市基盤や生活環境、教育・福祉などの継続的な事業に加え、新たに雇用機会

の確保や企業立地の推進、子育て支援や総合的産業ともなる観光・交流の振興としても期待する「水郷潮来の

拠点づくり（前川周辺地区整備）」への積極的な対応を位置づけることとした。 

また、今後の市政運営の基本原則を以下とし、持続的なまちづくりに努めるものである。 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽    定住の促進定住の促進定住の促進定住の促進    ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

    ［自主財源の確保］［自主財源の確保］［自主財源の確保］［自主財源の確保］    = = = = 企業立地の促進（雇用機会の確保）。企業立地の促進（雇用機会の確保）。企業立地の促進（雇用機会の確保）。企業立地の促進（雇用機会の確保）。                

    ［行財政改革の推進］［行財政改革の推進］［行財政改革の推進］［行財政改革の推進］    ====    ストック《地域資源：人、施設、自然等》の有効活用。ストック《地域資源：人、施設、自然等》の有効活用。ストック《地域資源：人、施設、自然等》の有効活用。ストック《地域資源：人、施設、自然等》の有効活用。    

［住民参画の促進］［住民参画の促進］［住民参画の促進］［住民参画の促進］    = = = =     新たな公共空間の形成促進。新たな公共空間の形成促進。新たな公共空間の形成促進。新たな公共空間の形成促進。    

  

市政運営は、引き続き［建設の基本方針］を十分踏まえつつも、総合計画に基づく一つの自立した基礎自

治体として、行政、住民、国や県及び関連組織等の関係機関が相互連携しつつ、真に地域の発展と住民福

祉の向上を目指すという認識を、改めてそのすべてが共有するものとする。 
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１ 位置と地勢 

 

 

 

 

 

 潮来市は、茨城県東南部に位置し、北側は行方市に隣接しており、南側は神栖市、東側は鹿嶋市、西側

は千葉県香取市に面している。 

 潮来市の位置は､概ね東経140ﾟ30′から140ﾟ36′で､北緯35ﾟ54′から35ﾟ59′にあり、面積は、71.41k㎡

である。 

 東西が約12km、南北が約13kmであり、北部には海抜約30mから40mの行方台地が南北に続き、東部は北

浦に面し、西部は霞ヶ浦と常陸利根川、南部は外浪逆浦というように水辺に囲まれた自然豊かな地域であ

る。 

 気候は、四季を通じて穏やかで、夏涼しく冬暖かな海洋性の気候を有している。 

 

 

    ●位置図 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮来市の位置 

 

 

Ⅱ 潮来市の概況 

１ 位置と地勢 

マスタープラン Ｐ．３ 
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 平成２７年の国勢調査による総人口は29,111人で、昭和３０年の人口25,345人に比べ、約1.1倍の伸びを

示している。平成２年からの５年間では、年平均254人の増加が見られるものの、平成７年からの５年間では、

年平均37人の減少、平成１２年からの５年間では、年平均84人の減少、平成１７年からの５年間では、年平

均198人の減少、平成２２年からの５年間では、年平均284人の減少となっており、人口減少が顕在化してい

る。 

 世帯数は、平成２７年が10,547世帯で、昭和３０年の4,492世帯に比べ、約2.3４倍の伸びを示している。 

 １世帯当たりの人口は、平成２７年は2.76人で、平成１７年の3.13人、平成２２年は2.94人に比較して年々

核家族化の進行がうかがえる。 

 年齢階層別人口は、平成２7年は年少人口が11.5％、生産年齢人口が59.5％、老年人口が28.4％となっ

ており、平成２２年当時と比較すると、年少人口の減少に対し老年人口の増加傾向がうかがえ、少子・高齢

化が進展している。 

 就業者人口は、平成２２年は第１次産業就業者が4.5％で、第２次産業就業者が30.3％、第３次産業就業

者が62.1％となっており、年々第１次・第２次産業就業者が減少する一方、第３次産業就業者の増加が見ら

れている。 

※ 就業者人口については平成２７年の国勢調査結果が未出のため、平成２２年の数値を引用した。 

 

 

 

人口と世帯の推移 

区  分 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

総     人     口 30,863 32,133 31,944 31,524 30,534 29,111 

世     帯     数 8,612 9,374 9,862 10,086 10,384 10,547 

１世帯当りの人員 3.58 3.43 3.24 3.13 2.94 2.76 

 

 

年齢３区分別人口の推移 

区  分 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

総     人     口 30,863  32,133    31,944    31,524    30,534    29,111 

（％） 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

年少人口０～14歳 6,149  5,823       5,195       4,496       3,873  3,341     

（％） 19.9  18.1       16.3       14.3       12.7       11.5 

生産年齢人口15～64歳 20,759  21,731     21,232     20,594     19,419     17,331 

（％） 67.3  67.6       66.5       65.3       63.6       59.5 

老年人口65歳以上 3,716  4,579      5,517      6,424      7,194      8,253 

（％） 12.0       14.3       17.3       20.4       23.6       28.4 

年   齢   不   詳 239  0          0          10        48       186 

（％） 0.8  0.0         0.0         0.0         0.2  0.6       

 

 

 

 

 

 

２ 人口と世帯 
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産業別就業者人口の推移 

 区  分 昭和６０年 平成２年 平成７年  平成１２年 平成１７年 平成２２年 

就    業    者 14,793  15,335  16,241    16,123    14,916  14,884 

（％） 100.0  100.0  100.0     100.0     100.0  100.0 

第 １ 次 産 業 1,805  1,183  910       851       665  675 

（％） 12.2  7.7  5.6      5.3      4.5  4.5 

第 ２ 次 産 業 5,361  5,779  5,854    5,588    4,825  4,504 

（％） 36.2  37.7  36.0     34.6     32.3  30.3 

第 ３ 次 産 業 7,590  8,329  9,450    9,492    9,014  9,239 

（％） 51.3  54.3  58.2     58.9     60.4  62.1 

分 類 不 能 37  44  27      192      412  466 

（％） 0.3  0.3  0.2      1.2      2.8  3.1 



 

- 9 - 

 

 

 

（１）経済規模 

平成 25年度の市内総生産は 795億円で，比較が可能な昭和 50年度の 258億円に比べ，約 3.1倍の

伸び（＝経済成長率）を示している。この間，平成12年度から同15年度にかけて830億円を超えていたが，

平成 2年度から同 11年度の間及び平成 16年度以降は 700～800億円で推移している。 

 

（２）市民所得 

  平成25年度の市民所得は 741億円で，比較が可能な昭和50年度の 244億円に比べ，約3倍の伸びを

示している。この間，平成 4年度から同 9年度にかけて 800億円を超えていたが，平成 2年度から同 3年

度の間及び平成10年度以降は 700～800億円で推移している。 

  市町村民所得を全人口で除した一人当たり市民所得は，平成 25年度が 250万1千円で，比較が

可能な昭和 50年度の 88万9千円に比べ，約2.8倍の伸びを示している。この間，平成6年度に 268万

1千円となった以降は減少に転じ，平成 11年度から同 23年度にかけて 220～230万円台で推移した後，

平成24年度248万3千円，平成25年度250万1千円と増加している。 

 

（３）産業構造 

  平成25年度の産業構造を平成25年度の市民経済計算でみると，第3次産業が525億円と最も多く全産

業の３分の２を占め67％となっている。次いで，第 2次産業が240億円で30％，第1産業が25億円で3％

となっている。 

  産業構成比を経済活動別に昭和50年度と平成25年度とを比較すると，構成比が最も拡大したのは，持ち

家の帰属家賃の上昇によるところが大きい不動産業を除くと，製造業が13％から20％と7ポイント拡大，次い

で，サービス業が 11％から 17％と 6 ポイント拡大している。一方，最も構成比が縮小したのは建設業で，

24％から 11％と 13ポイント縮小している。次いで，農業が 12％から 3％と 9ポイント縮小している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 経済と産業 
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 ２１世紀を迎え、今日の社会情勢は、経済の長期低迷、少子高齢化の進展、地球環境問題の深刻化、高

度情報化社会の到来、さらには地方分権等大きな変革の時代を迎え、基盤のしっかりした自治体が求め

られている。 

  このような中で、長い歴史と文化を共有し、豊かな水辺などの自然に囲まれて、共に発展してきた潮来

町と牛堀町が合併して誕生した潮来市は、茨城県鹿行地域の地方中心都市として、鹿島臨海工業地帯

と相互に都市機能を分担する必要がある。 

 

  このため、潮来市は、水辺などの豊かな自然や交通の結節点としての位置をまちづくりに活かし、今

後ますます多様化、高度化する住民の行政需要に的確に応えるため、都市基盤や生活環境の整備、

教育・文化の振興、保健・医療と福祉の充実、産業の振興等の施策を積極的に推進する必要がある。 

 

  そこで、潮来市のまちづくりでは、住んで、遊んで、働いて、交流する活気に満ちたまちづくりを実現

するとともに、「住民と自然」「住民と交流者」というような多様な交流を活性化の手段として大切にしてい

く。 

 

  このようにして、潮来市は、市民の参画と協働によるまちづくりを基本とし、「１０年後もこの潮来市で暮

らしていたい」と、心から思っていただけるために 

 

       「 豊 か な 自 然 
  あ ふ れ る 元 気 

   み ん な で つ く る 水 の 郷 」 
 

   を目標とし、まちづくりを推進していくものとする。 
  

  また、こうしたまちづくりの展開に当たっては、潮来市の個性を発揮し、この地域の特徴である水郷の

自然を最大に活用し、まちづくりを進めるものとする。 
 

  このことから、次の６つを基本的な考え方として、市民と行政、企業や関係団体等がともに元気で安心

な未来を拓くまちづくりを推進する。 
 

     ① 「自然」「文化・歴史」を未来につなぐまちづくり 

     ② 「安心・安全」なまちづくり 

     ③ 「温もり」のあるまちづくり 

     ④ 「賑わい」「躍動感」のあるまちづくり 

     ⑤ 「住みやすい」まちづくり 

     ⑥ 市民とともにつくるまちづくり 

  

Ⅲ 建設の基本方針 

１ 建設の目標 
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 ①①①①「自然」「文化・歴史」を未来につなぐまちづくり    

 本市には，豊かな自然や歴史という，貴重な地域資源があります。これまでの市の産業や暮らしは，

こうした豊かな自然の恵みや歴史の中で営まれ，育まれてきたものです。 

 こうした先人から引き継がれた歴史・文化・自然と自分たちの暮らしを認識し，その価値を，今に活か

し，新たな魅力とともに未来に引き継いでいきます。 

 

 ②②②②「安心・安全」なまちづくり    

 市民の誰もがいきいきと暮らせるよう，心身が健康で社会福祉や生活上の不安や防災・防犯での安

全性などの生活環境上の不安が解消されて，安心して健やかに暮らせる場が形成されています。 

 

 ③③③③「温もり」のあるまちづくり    

 少子高齢化や担い手不足などによって引き起こされる様々な地域課題に対して，市民が互いに支え

合って暮らす地域づくりが進みます。 

 また，本市に来訪する人や新たに本市に暮らす人を温かく迎え入れるホスピタリティ（おもてなしの心）

が市民に浸透してきています。 

 

 ④④④④「賑わい」「躍動感」のあるまちづくり    

 まちの魅力に誘われ，外から人々が集まり，交流が盛んに行われています。 

 また，同時に市民同士の交流も活発に行われています。この内外２つの交流が活性化することで，ま

ちが賑わい，産業が活発化し，文化が育まれ，人々が成長していきます。それによって，さらにまちの

魅力が向上し，交流がまちの魅力増大に結びつく，成長を続ける空間が形成されています。  

 

 ⑤⑤⑤⑤「住みやすい」まちづくり    

 「自然」「文化・歴史」を未来につなぎ，安全な環境基盤のもとに「安心・安全」が形成され，市民同士

のつながりや支え合いによって「温もり」「賑わい」「躍動感」が生まれます。 

 こうした暮らしの中にある市民同士のつながり，あるいは人と自然，社会とのつながりが，新しい価値

を持って再生され，本市ならではの「住みやすい」まちがつくられています。 

    

 ⑥⑥⑥⑥市民とともにつくるまちづくり    

 これからの「まちづくり」においては，効率的な行財政運営のしくみを整えるとともに，市民相互や市

民と行政との新しい関係づくり，情報共有など市民と行政がパートナーシップを築き，相互理解のもと

に協働のまちづくりを進めます。 

 

  

２ まちづくりの方向 
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 潮来市の行政区域面積は71.41k㎡で、区域の全体が都市計画区域に指定されている。市街化区域

は748.4ha、市街化調整区域は6,392.6haである。 

 今後の土地利用においては、自然的、社会的、経済的及び文化的な諸条件に十分配慮し、都市的

土地利用と農業的土地利用、自然的土地利用の調和を図りながら、長期的展望に基づき適正かつ合

理的な土地利用に努めるものとする。これらの方針を実現するため、国土利用計画（市町村計画）を策

定するとともに、国土利用計画法及び土地利用関係法の適切な運用により、適正な土地利用の確保

を図る。 

 

 

 （１）４つのゾーンごとの土地利用方針（１）４つのゾーンごとの土地利用方針（１）４つのゾーンごとの土地利用方針（１）４つのゾーンごとの土地利用方針    

 

   潮来市は、地形や機能等により「親水ゾーン」「市街地ゾーン」「田園ゾーン」 「丘陵緑地ゾーン」の４

つのゾーンに分類することができる。 

   地域区分と土地利用方針は、以下のとおりである。 

 

  ○親水ゾーン：潮来駅周辺地区、潮来西部地区、牛堀沿岸地区○親水ゾーン：潮来駅周辺地区、潮来西部地区、牛堀沿岸地区○親水ゾーン：潮来駅周辺地区、潮来西部地区、牛堀沿岸地区○親水ゾーン：潮来駅周辺地区、潮来西部地区、牛堀沿岸地区    

   方針 ： 常陸利根川や前川に面し、水郷として水運の拠点であった歴史を有することから、水際の特

性を活かして観光・商業・サービス等の機能の強化を図る地域。 

 

  ○市街地ゾーン：潮来地区、辻地区、日の出地区、延方地区、牛堀市街地周辺地区○市街地ゾーン：潮来地区、辻地区、日の出地区、延方地区、牛堀市街地周辺地区○市街地ゾーン：潮来地区、辻地区、日の出地区、延方地区、牛堀市街地周辺地区○市街地ゾーン：潮来地区、辻地区、日の出地区、延方地区、牛堀市街地周辺地区    

    方針 ： 潮来市の恵まれた自然を活かし「水と緑のふれあい」を重視した市街地整備を図り定住者の

増加を図る地域。 

         

  ○田園ゾーン：延方干拓○田園ゾーン：延方干拓○田園ゾーン：延方干拓○田園ゾーン：延方干拓    ・出島地区、牛堀田園地帯・出島地区、牛堀田園地帯・出島地区、牛堀田園地帯・出島地区、牛堀田園地帯    

     方針 ： 延方干拓 ・出島地区の広大な田園風景を地域資源と認識しながら、潮来インターチェンジ

周辺は、流通産業等の立地を目指した秩序ある開発を進めるとともに、牛堀地区の田園地帯

は公共施設の点在する空間として、都市的土地利用とのバランスを図りながら優良農地を保

全していく地域。 

 

  ○丘陵緑地ゾーン：潮来北部丘陵地区、潮来大生原地区、牛堀丘陵地区○丘陵緑地ゾーン：潮来北部丘陵地区、潮来大生原地区、牛堀丘陵地区○丘陵緑地ゾーン：潮来北部丘陵地区、潮来大生原地区、牛堀丘陵地区○丘陵緑地ゾーン：潮来北部丘陵地区、潮来大生原地区、牛堀丘陵地区    

     方針 ： 「水郷県民の森」の整備などによる森林の保全や、文化財の保全・活用に配慮し、既存の工

業団地のほかに、新産業拠点の工業団地の整備を推進する地域。 

 

３ 土地利用構想 



 

- 13 - 

 ●土地利用構想図 
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  潮来市の発展と住民福祉の向上を図るため、「建設の基本方針」に基づき、 

“豊かな自然“豊かな自然“豊かな自然“豊かな自然        あふれる元気あふれる元気あふれる元気あふれる元気    

                                                                                                        みんなでつくる水の郷みんなでつくる水の郷みんなでつくる水の郷みんなでつくる水の郷””””    

の実現に向けて茨城県鹿行地域の地方中心都市として、また鹿島臨海工業地帯に隣接する地域として、潮

来市の総合的かつ計画的な整備を推進するものとする。 

このため、次のような施策の展開を図るものとする。 

 
１．都市基盤の整備          （１）交通体系の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15） 

（２）市街地の整備（都市機能の整備）・・・・・・・・・・・・・・・15） 
（３）河川及び周辺の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16） 

 
２．生活環境の整備          （１）消防・防災体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８） 

（２）交通事故防止対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８） 
（３）防犯体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８） 
（４）住宅等の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８） 
（５）公園墓地の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８） 
（６）公園緑地の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９） 
（７）ごみ処理体系の確立及び施設整備・・・・・・・・・・・・ １９） 
（８）し尿処理体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９） 
（９）上水道事業の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９） 
（１０）下水道事業等の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９） 
（１１）総合的な環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０） 

 
３. 教育・文化の振興         （１）学校教育の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１） 

（２）生涯学習の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１） 
（３）地域文化の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２） 
（４）スポーツ・文化の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２） 

 
４. 保健・医療と福祉の充実     （１）保健予防、健康づくりの推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３） 

（２）医療体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３） 
（３）地域福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３） 
（４）児童福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３） 
（５）高齢者福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（６）障害者(児)福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（７）ひとり親福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（８）低所得者福祉の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（９）介護保険への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（１０）年金事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４） 
（１１）国民健康保険事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５） 

 
５. 産業の振興              （１）農林水産業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６） 

（２）工業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６） 
（３）商業の振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７） 
（４）観光・レクリエーションの振興・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７） 
（５）消費者行政の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７） 

 
６. コミュニティの推進            （１）地域コミュニティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９） 

（２）市民参画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９） 
（３）国際交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９） 
（４）男女共同参画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９） 

 
７. 行財政の効率化              （１）行政運営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０） 

（２）財政運営の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０） 

Ⅳ 建設計画 
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【基本方向】 

 地域の発展や住民生活の向上の基礎となる都市基盤の整備については、産業、経済、文化などあらゆる 

分野に多大な影響を及ぼすため、適正かつ合理的な土地利用を推進するとともに、機能的で秩序ある整備

に努め、都市機能の充実した一体的な市街地の形成を図る。 
 

【施策の方針】 
 

（１）交通体系の整備（１）交通体系の整備（１）交通体系の整備（１）交通体系の整備    
  

  ①①①①    幹線道路の整備幹線道路の整備幹線道路の整備幹線道路の整備    

 潮来市における幹線道路の整備は、交通の結節点である現況を活かしたまちづくりのために重要な課題

である。 

  このため、潮来市の経済の活性化と安全で快適な生活を確保するため、国や県に協力し東関東自動車

道水戸線、国道51号バイパス及び国道355号バイパスの早期整備を促進するとともに、県道竜ヶ崎潮来線、

県道潮来佐原線（延方干拓から県道大賀延方線まで）の整備、県道大賀牛堀線等の国・県道の早期整備を

促進する。 

  また、潮来地域と牛堀地域とを結ぶ交通の利便性を高めるため、市街地間や地域振興拠点地区との連

絡道路や牛堀環状道路と潮来駅江寺線の接続、県道大賀牛堀線から大生原集落への連絡を図る道路など、

潮来市の発展に大きな役割を果たす幹線道路の整備を図る。 
 

 ②②②②    生活道路の整備生活道路の整備生活道路の整備生活道路の整備    

 住民に最も身近な生活道路については、交通量、公共施設の配置、防災機能、交通安全対策などに配 

慮し、計画的に改良・舗装を推進する。 

 

 ③③③③    公共交通網の充実公共交通網の充実公共交通網の充実公共交通網の充実    

 関係機関と連携しながら、鉄道、高速バス、路線バスの効率的な存続を図るとともに、現行の福祉関連移 

送サービスの充実を図りながら、市内の移動手段の総合的な検討を進める。 

 また、利用率が高い水郷潮来バスターミナルについては、高速バス利用者や路線環境を注視しつつ適切

な維持管理を進める。 

 

 

（２）市街地の（２）市街地の（２）市街地の（２）市街地の整備（都市機能の整備）整備（都市機能の整備）整備（都市機能の整備）整備（都市機能の整備）    

 

定住促進や中心市街地の活性化、就業機会の確保等の市街地整備上の課題を踏まえ、都市計画マスタ 

ープランに基づき以下の拠点整備を推進するとともに、線引きを含めた都市計画の見直しに関連し、国道５１

号バイパスや県道水戸神栖線沿線、県道潮来佐原線沿線についても、沿道利用の促進を図る。 

また、潮来西部地区と牛堀市街地周辺地区については、水際地域として一体的な市街地整備方針を策定

し、連たん性を持たせた土地利用を図っていく。 

  さらに、安全な居住環境形成のために、急傾斜地事業への対応や住宅建築耐震調査事業などを進める。 

 

①①①①    潮来地区拠点の形成潮来地区拠点の形成潮来地区拠点の形成潮来地区拠点の形成    

水郷の観光・商業の中心地区として、前川と一体的に潮来駅周辺地区の整備を図る。 

潮来前地区や潮来西部地区については商業系の形成を促進する。 

１ 都市基盤の整備 
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②②②②    牛堀地区拠点の形成牛堀地区拠点の形成牛堀地区拠点の形成牛堀地区拠点の形成    

水郷北斎公園や権現山公園、市立図書館などを活かし、交流空間の整備を図る。 

大山崎地区については、乱開発やスプロール化を防止しながら、秩序ある市街地の形成を図る。 

 

③③③③    延方地区拠点の形成延方地区拠点の形成延方地区拠点の形成延方地区拠点の形成    

道の駅いたこ周辺地区と延方駅を中心とした都市機能の充実を図る。 

稲井川周辺地区については、住居系の形成を中心に道路等関連整備を進める。 

 

④④④④    日の出地区拠点の形成日の出地区拠点の形成日の出地区拠点の形成日の出地区拠点の形成    

  東日本大震災からの復旧・復興をすすめるとともに、都市機能の充実により、安心とうるおいのある住環

境整備等の主要施策を推進し、定住を促進する。 

 

⑤⑤⑤⑤    水辺と緑の交流拠点形成水辺と緑の交流拠点形成水辺と緑の交流拠点形成水辺と緑の交流拠点形成    

徳島園地や水原州吠崎、北浦航空隊跡地周辺など常陸利根川から北浦に及ぶ水辺の景観や歴史的

資源、そして水郷北斎公園や前川周辺、水郷県民の森、さらには運動公園などを含め、水辺と緑の多彩な

交流拠点と位置づけ、必要な整備を推進する。 

 

⑥⑥⑥⑥    工業・流通等拠点の形成工業・流通等拠点の形成工業・流通等拠点の形成工業・流通等拠点の形成    

潮来インターチェンジ周辺地区（道の駅周辺地区含む）の、産業系の土地利用の推進を図る。 

  

⑦⑦⑦⑦    交流ネットワークの形成交流ネットワークの形成交流ネットワークの形成交流ネットワークの形成    

市内ネットワーク道路の整備を進める。 

 

 

 （３）河川及び周辺の整備（３）河川及び周辺の整備（３）河川及び周辺の整備（３）河川及び周辺の整備    

 

 水郷地帯として、この地域の河川整備は非常に重要な課題であり、また特色のあるまちづくりの有効な手 

段でもある。 

  国土交通省や茨城県による前川の河川改修事業の促進を図る。 

また前川及びその周辺整備構想として、平成１６年３月に茨城県との共同で策定した「前川ふるさとの川

整備計画」の推進を図り、観光と商業の振興と地域住民からも親しまれ、さらに牛堀市街地地域や延方地区

との連携をもった交流拠点として、形成を図る。 

  夜越川については、住民が親しみをもって河川に接することができるよう親水ゾーン化を図る。 

  また、常陸利根川等の沿線については護岸が整備済みであることから、今後は、水郷として親水性をも

たせた公園等の整備を推進する。また、その他の河川、水路等についても、親水整備等水辺環境の整備を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 17 - 

 

【具体的施策】                                            
 

事 業 名 事 業 の 概 要 

交通体系の整備 

市道牛２２７９・１-５、市道牛２・６、３１４３歩道整備、市道牛２１６５（環状道路）、 

バスターミナル維持管理 

その他 

市街地の整備 稲井川周辺整備事業、潮来駅前景観整備事業 

その他 

河川及び周辺整備 

 

前川周辺整備事業、その他 

 

 

【国・県事業】 
 

 交通体系の整備 国道51号バイパス、国道355号バイパス、 

県道潮来佐原線、県道竜ヶ崎潮来線、県道大賀牛堀線 

 河川の整備 前川河川改修事業（茨城県） 

夜越川水辺空間整備（茨城県） 
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【基本方向】 

 

 豊かな自然の中で、住民だれもが安心して生活できる、安全で快適なうるおいのある生活環境の確保を

図り、美しく住みよいまちづくりを推進する。 

     

 

【施策の方針】 

 

（１）消防・防災体制の充実（１）消防・防災体制の充実（１）消防・防災体制の充実（１）消防・防災体制の充実    

     東日本大震災により被災した経験を基に、災害時における迅速な対応を図るため、防災行政無線の機能

強化等広域的災害情報の収集・伝達システムを整備し、各種防災体制の確立に努める。 

  また、この地域は、首都直下地震の被害が生じるおそれのある地域に指定されており、この点からも地域

実情を踏まえ、現在、見直し策定中の「潮来市地域防災計画」に基づき、総合的な防災体制の充実を図る。 

  防災体制については、鹿行地方広域市町村圏事務組合消防本部とともに、消防団装備の充実を図り、適

正な消防配置に努めながら、消防団組織については、地域に応じた組織見直しを図る。 

  また、総合的な防災訓練の実施などにより、地域住民の防災意識の啓発を図るとともに、各区の自主防

災組織の確立及び強化に努める。 

  さらに、防火水槽及び消火栓等の防災施設については年次的に整備を行うほか、飲料水兼用耐震性貯

水槽を含め消防水利を確保する。 

 

（２）交通事故防止対策の推進（２）交通事故防止対策の推進（２）交通事故防止対策の推進（２）交通事故防止対策の推進    

 

 住民生活の場における交通安全を確保するため、交通安全啓発指導、交通安全活動を展開し、住民の

交通安全意識の高揚を図るとともに、歩道の整備、カーブミラー、ガードレール、視線誘導標識、交通信号

機などの交通安全施設について、関係機関や団体と連携しながらその整備、充実に努める。 

 

（３）防犯体制の充実（３）防犯体制の充実（３）防犯体制の充実（３）防犯体制の充実    

 

 住民が安心して暮らしていく上で、防犯対策は重要な役割がある。 

 住民への防犯意識の高揚を図るとともに、地域、警察との連携を密にし、計画的に防犯灯などの防犯施設 

や拠点の整備に努める。 

 

（４）住宅等の整備（４）住宅等の整備（４）住宅等の整備（４）住宅等の整備    

 

 日の出地区をはじめとした市街地においては、震災からの復旧・復興をすすめるとともに、安心・安全で緑

地が確保された良質な宅地が供給されるよう整備・誘導するとともに、水郷の地域特性を活かした建築物の

誘導なども検討する。 

 また、市営住宅については、適正な維持管理を進めつつ、計画的な建て替えや新築を進める。 

    

（５）（５）（５）（５）    公園墓地の整備公園墓地の整備公園墓地の整備公園墓地の整備    

    

 墓地需要の動向を見極めながら、公園墓地の整備を計画的に推進する。    

    

２ 生活環境の整備 
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（６）公園緑地の整備（６）公園緑地の整備（６）公園緑地の整備（６）公園緑地の整備    

 

 潮来地域と牛堀地域を一体的に考え、緑の基本計画を策定し、公園緑地の適正配置や緑の保全など総

合的に緑化を推進する。 

 楽しみながら緑に接し、緑の大切さを学ぶことのできる野外活動拠点となる水郷県民の森は、水と緑の保

全に関する広域的な拠点としても保全と充実を図るとともに、緑化運動や健康づくり、さらに地域振興のた

めに、有効な利活用の促進を図る。 

  前川運動公園については、整備済みの温水プールや周辺の土地利用を踏まえ計画的に整備する。 

  その他のかすみの郷公園、権現山公園、稲荷山公園、市営あやめ園、都市公園などは、施設の充実を

図る。 

  徳島園地については、住民ボランティアと国土交通省により整備され、現在、国土交通省から「水辺の楽

校」の登録を受けており、自然環境教育の場としての利用の拡大を図る。 

水辺、緑、歴史のネットワークにあわせてサイクリングロードや緑道を整備する。 

  水郷北斎公園周辺については、水辺を活かした公園として整備を図る。 

 

（７）ごみ処理体系の確立及び施設整備（７）ごみ処理体系の確立及び施設整備（７）ごみ処理体系の確立及び施設整備（７）ごみ処理体系の確立及び施設整備    

 

 ごみの減量化等を基本として、平成１７年度に策定した「一般廃棄物処理基本計画」に基づき、住民協議

会などを設け住民意識を啓発し、ごみの減量化、再資源化の推進、生ごみのコンポスト化などを進める。 

 また、塵芥処理施設については、処理能力の維持や公害対策等に配慮しながら、適正な維持管理に努

める。 

    

（８）し尿処理体制の充実（８）し尿処理体制の充実（８）し尿処理体制の充実（８）し尿処理体制の充実    

 

 し尿処理施設の維持・管理・収集体制等を充実し、衛生的な環境づくりに努めるとともに、下水道区域や

農業集落排水事業区域との整合を図りながら高度処理型合併浄化槽の普及を図る。 

 

（９）上水道事業の促進（９）上水道事業の促進（９）上水道事業の促進（９）上水道事業の促進    

 

 安全な水の安定供給を図るため、浄水処理施設の適正な維持管理に努めるとともに、配水管等の幹線

及び枝線の布設や老朽管などの更新を進める。また、将来的に、鹿行広域水道用水供給事業からの全面

給水も検討しつつ経営計画の策定を行い、上水道事業の経営安定化に努める。 

 

（（（（10101010）下水道事業等の促進）下水道事業等の促進）下水道事業等の促進）下水道事業等の促進    

 

  生活環境の改善と霞ヶ浦などの公共用水域の水質浄化保全を図るため、霞ヶ浦水郷流域下水道関連の

公共下水道事業を進める。地域の状況等を考慮しながら、幹線管渠の布設や面整備を計画的かつ効率的

に進める。 

その他の生活排水対策については、高度処理型合併浄化槽等の普及を図るとともに、適正な維持管理

により公共用水域の水質保全に努める。 

また、より効率・効果的な処理方式も検討しつつ、公共下水道、農業集落排水供用地区における加入率に

ついては、広報活動や個別訪問等により向上を図る。 

 さらに、雨水排水を適切に処理し、集中豪雨等による災害の防止や生活環境の向上を図るため、排水計

画に基づき適切な施策を推進する。 
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（１１）（１１）（１１）（１１）    総合的な環境の保全総合的な環境の保全総合的な環境の保全総合的な環境の保全    

    

市民参加による環境保全の推進を図るため、水質の保全をはじめ環境保全に対する市民、企業、行政の役

割・目標を明確にし、総合的に取り組むために環境基本計画の策定を行う。 

 

 

【具体的施策】                                                 
 

事 業 名 事 業 の 概 要 

 消防・防災体制の充実  消防施設の整備、広域消防負担金、その他 

 交通事故防止対策の推進 

 

 交通安全運動の展開、カーブミラー 

 ガードレール等交通安全施設、その他 

 防犯体制の充実  防犯灯の整備及び維持管理、その他 

 住宅等の整備 

 

 市営大生住宅の用途廃止、その他 

 

 公園緑地、公園墓地の整備 

 

 広域火葬場への負担金、その他 

 

 ごみ処理体系の確立及び施設 

整備、 し尿処理体制の充実 

 

 

塵芥処理施設・リサイクルセンター及びし尿処理施設の維持管理 

家庭生ゴミ堆肥化処理モデル事業 

その他  

 

 上水道事業の促進 水道事業（出資金等）⇔配水施設管路施設の布設及び老朽管の更新 

その他 

 下水道事業の促進  公共下水道の整備（繰出金）、農業集落排水事業（繰出金） 

 合併処理浄化槽設置事業、その他 

 総合的な環境の保全  環境基本計画策定、その他 

 

【国・県事業】                                                           
 

 公園緑地の整備  水郷県民の森整備事業 
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【基本方向】 

 

 住民一人ひとりが生涯にわたって生きがいを見出し、創造性を発揮できる環境を備えるため、教育文化施

設の整備を図る。 

また、水郷として恵まれた自然や輝かしい歴史と文化を継承しつつ、新たな文化を創造するまちづくりを

推進する。 

 

 

【施策の方針】 

 

（１）学校教育の充実（１）学校教育の充実（１）学校教育の充実（１）学校教育の充実    

 

 幼児の健全な育成を図るため、保育所と幼稚園の連携を図り、園舎や保育施設の整備充実に努めるとと 

もに、教育内容及び保育内容の充実を図る。 

また、子育て支援の視点からも、市民の需要、地域の実情にあわせ、幼稚園・保育所の一元化の検討を 

進める。 

学校施設の整備・充実では、児童・生徒数の動向を踏まえ、学区の見直しを含め、学校規模の適正化を図

る。 

 また、施設の老朽化対策として改築や改修、教育機器の配置を推進するとともに、地域の教育、文化の中

心的役割を担うものと位置づけ学校施設を積極的に開放していく。 

 豊かな人間形成と優れた人材育成のため、福祉、環境、情報などの分野における教職員の研修を強化し

資質向上を図り、特色ある学校づくりに努める。 

個に応じた教育の充実では、児童・生徒の教育の充実を目指し、社会人ＴＴ配置事業や外国語指導助手

の招致などを実施し、学習指導の充実を図る。 

  いじめや不登校に対して、きめ細かな対応ができるよう教育相談体制の充実を図り、適応指導教室を開設す

る。 

さらに、学校給食活動・事業の充実を図る。 

 

（２）生涯学習の推進（２）生涯学習の推進（２）生涯学習の推進（２）生涯学習の推進    

 

  生涯学習推進のために、生涯学習推進基本計画を策定し、推進体制の充実と地域の特色に合わせた、

学習内容の充実を図る。 

また、本計画の中で、社会教育の果たす役割を明確にしながら、水郷まちかどギャラリー等の有効活用、

さらに各公民館の施設内容の充実を図るとともに、住民の自主的で主体的な生涯学習活動を支援するため、

利用しやすい生涯学習機能の整備・充実を図る。 

  特に、住民の生涯学習のサポートの場となる市立図書館は、地域交流や情報発信拠点としても重要なこ

とから、公民館や各学校との連携、ボランティアの参画等による運営支援体制づくりを含め、その推進を図

る。 

 また、青少年の健全育成は、地域社会の次の時代を支える重要な課題と認識し、青少年の交流事業や、

青少年団体の育成・支援を行う。 

 

 

 

３ 教育・文化の振興 
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（３）地域文化の振興（３）地域文化の振興（３）地域文化の振興（３）地域文化の振興    

 

 文化遺産を次の世代に継承するため、大生古墳群や島崎城址などの重要な文化財の保護策を講ずると

ともに、史跡の宝庫である大生原台地における地域文化の振興策を推進する。 

 住民が文化財をよく理解し、地域の歴史と文化に対する意識の高揚を図り、地域文化の振興に努めるとと

もに、住民や文化団体の自主的な文化活動を支援し、新しい水郷の文化活動の展開を図る。 

     また、地域文化の継承と新しい水郷潮来の文化活動の活性化につとめていく。 

 

（４）スポーツ文化の振興（４）スポーツ文化の振興（４）スポーツ文化の振興（４）スポーツ文化の振興    

 

 総合型地域スポーツクラブの開設などを通じ、市民一人一スポーツを目指し、地域を単位として幼児から

高齢者まで参加できるスポーツ・レクリエーションの普及を図るとともに、前川運動公園などのスポーツ施設

整備を計画的に進める。 

 水郷地帯の特性を活かしたスポーツイベントの充実を図るとともに、水辺を活かした水上スポーツ施設の

整備やウォーキングロードとしても利用できるサイクリングロードの整備を推進する。 

   

 

 

 

 

【具体的施策】                                      
 

事 業 名 事 業 の 概 要 

 学校教育の充実  小・中学校の改築、英語指導助手招致事業（ＡＬＴ）、その他 

 

 生涯学習の推進 

 地域文化の振興 

 市立図書館の維持管理、その他 

 

 スポーツ文化の振興 

 

 前川運動公園整備、イタコシティレガッタ、その他 
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【基本方向】 

 

 少子・高齢化の進展や、核家族化など社会情勢の変化に伴い、住民の求めるサービスも多様化している。

このため、福祉事務所を中心に、介護保険制度や高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・低所得者福祉など、

きめ細かな福祉行政を推進する。 

 また、土浦協同病院なめがた地域医療センターや地域の医療機関との連携を図り、福祉、保健、医療が

一体となったシステムの拡充を図り、効果的に充実したサービスを提供する。 

 

 

【施策の方針】 

 

（１）保健予防、健康づくりの推進（１）保健予防、健康づくりの推進（１）保健予防、健康づくりの推進（１）保健予防、健康づくりの推進    
 

 住民の健康づくりのため、予防体制や各種検診を充実するとともに、住民の個性に合わせた活動を推進

するためスポーツ、心の健康など、関連施策や関係機関と連携しつつ幅広い支援体制の充実を図る。また、

市民健康づくり計画を策定し総合的な健康づくり運動を推進する。 

 さらに、保健センター施設の充実に努めるとともに、ヘルスランドさくらの利用促進を図る。 

 

（２）医療体制の充実（２）医療体制の充実（２）医療体制の充実（２）医療体制の充実    
 

 土浦協同病院なめがた地域医療センターと連携し、広域的な対応による医療施設の適正な配置と連絡体

制について、関係機関の協力のもとに整備・充実を図る。 

 さらに平日夜間小児救急診療所や水郷医師会の訪問看護ステーションなどをはじめ、医師会・医療機関・

関係機関の協力を得て休日及び夜間等における救急医療体制の充実を図る。 

乳幼児、母子・父子家庭等への医療費の給付制度の充実に努める。 

 

（３）地域福祉の向上（３）地域福祉の向上（３）地域福祉の向上（３）地域福祉の向上    
 

 家庭、地域、医療機関、福祉施設、行政などの、福祉・保健・医療の連携による総合的な各種サービスを

提供していくための地域ケアシステムの拡充や高齢者及び障害者の生活を効果的に支援するための地域

ネットワークの形成を図る。 

 また、社会福祉協議会の活動を促進するとともに、民生委員・児童委員、高齢者クラブ、ボランティアグル

ープ等の活動と連携し、地域の福祉需要に対応できる体制と地域の福祉施設との協力体制の確立に努め

る。 

 ボランティアグループの組織化を促進するとともに、ボランティア活動の広報に努める。 

 地域福祉の一層の充実を図るため、活動拠点となる社会福祉センターの整備を進める。 

  

（４）児童福祉の向上（少子化対策）（４）児童福祉の向上（少子化対策）（４）児童福祉の向上（少子化対策）（４）児童福祉の向上（少子化対策）    

 

「潮来市次世代育成支援地域行動計画」に基づき、保健、福祉等の関連施策を連携させながら計画的な

取り組みを図るものとする。 

幼稚園との整合を図りながら、保育施設の適正配置と民間施設の有効活用を図るとともに、保育時間の

延長など、保育内容の充実を図る。 

また、住民の需要、地域の実情にあわせ、社会福祉協議会との連携によるファミリーサポートセンターの 

４ 保健・医療と福祉の充実 



 

- 24 - 

設立や児童館の整備を検討する。 

さらに、中学生までを中心とした医療福祉制度の継続、学童保育や子育て広場の充実に努めるとともに、

家庭児童相談など地域一体となり子育て支援体制の充実を図る。 

    

（５）高齢者福祉の向上（５）高齢者福祉の向上（５）高齢者福祉の向上（５）高齢者福祉の向上    

  

高齢者一人ひとりが「生きがい」を大切にし、尊厳をもち、その人らしい生活が続けられるよう介護予防に

取り組み、サービスの充実を図る。 

  また、高齢者が住み慣れた地域でなじみの人とのつながりを大切にしながら生活を継続できる仕組みを

つくる。そのために、保健、医療、福祉の専門家の連携を進め、在宅生活を支える体制を強化していくととも

に、高齢者が、長年にわたって培った知識や経験を生かした地域活動やボランティア活動を支援し、生き

がいづくりや健康づくりを促進する。 

      

（６）障害者（児）福祉の向上（６）障害者（児）福祉の向上（６）障害者（児）福祉の向上（６）障害者（児）福祉の向上    

     

 障害者福祉センター（障害者福祉ワークス）等の施設の機能充実を図る。 

 また、一人ひとりの障害者にあわせたサービスの提供を図るため、潮来市障害者福祉計画を策定し、その 

推進を図る。 

 障害者の医療費補助や福祉手当、扶養手当など各種の支援制度の充実を図る。 

 

（７）ひとり親福祉の向上（母子・父子）（７）ひとり親福祉の向上（母子・父子）（７）ひとり親福祉の向上（母子・父子）（７）ひとり親福祉の向上（母子・父子）    

 

 各種制度による支援のほかに、就労や社会参加を促し、自立を支援します。 

 また、就労や子育てに関する相談体制を充実させ、社会参加を促進する。 

 

（８）低所得者福祉の向上（８）低所得者福祉の向上（８）低所得者福祉の向上（８）低所得者福祉の向上    

 

 民生委員・児童委員と連携し、生活保護制度の適正な運用を図り、低所得者世帯の生活支援を行う。 

 また、発生予防対策を推進し、社会参加と自立を促進する。 

 

（９）介護保険への対応（９）介護保険への対応（９）介護保険への対応（９）介護保険への対応    

      

     地域包括支援センターを活用し、保健・医療・福祉の連携による総合的・継続的な地域ケアの提供に努める。

また認知症高齢者への支援強化、地域密着型サービスの導入など生活圏域での支援の充実による住み慣れ

た地域での生活支援を強化する。 

  より広い高齢者層に対する地域支援事業の展開、要支援者に対する新予防給付の提供による総合的な

介護予防の推進を図る。 

さらに適正な要介護認定の確保、サービスの質の確保と向上、介護給付費の適正化、総合相談・情報提

供体制の整備による介護保険制度の適切な運営を図る。 

  そして、施設・居住系サービスの適切な整備を図り、サービス利用の促進とバランスのとれた保険料負担の

実現に努める。 

      

（（（（10101010）年金事業の推進）年金事業の推進）年金事業の推進）年金事業の推進    

 年金制度の趣旨や重要性等の広報を行い、加入促進を図るとともに未納者に対する収納に努める。 
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（（（（11111111）国民健康保険事業の推進）国民健康保険事業の推進）国民健康保険事業の推進）国民健康保険事業の推進    

 

 健康保険制度の広報を行い、保険税の適正な賦課や収納率の向上及び医療費の適正化等を図り、国民

健康保険事業の健全な運営に努める。 

 

 

【具体的施策】                                                  
 

事 業 名 事 業 の 概 要 

 保健予防の充実 

 健康づくりの推進 
 住民検診事業、老人・母子保健事業、ヘルスランドさくら維持管理、 

その他 

 地域福祉の向上  社会福祉協議会補助 

 地域ケアシステム、社会福祉センターの整備、その他 

 高齢者福祉の向上  シルバー人材センター補助、 一人暮らし緊急通報ｼｽﾃﾑ、 
安否確認ふれあい事業、 
老人保健事業（繰出金）、 
福祉移送サービス事業、特別養護老人ホーム施設整備支援費、広域老

人ホーム運営負担金、その他 

 

 障害者（児）福祉の向上 

 

 心身障害者福祉ワークス運営事業、自立支援給付、潮来市障害福祉計画

策定事業、その他 

 児童福祉の向上 

 （少子化対策） 

 

 子育て支援事業、児童運営委託 

 医療福祉制度の充実、その他 

 介護保険への対応  介護保険事業計画の更新、 

介護保険事業（繰出金）、地域包括支援センター事業、広域介護事業負

担金、その他 

 低所得者福祉の向上  生活保護支給、その他 

国民健康保険事業の推進 国民健康保険事業（繰出金）、その他 
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【基本方向】 

 

  水辺などの豊かな自然や、鹿島臨海工業地帯と成田空港や首都圏との交通の結節点としての位置を活

用し、農業・工業・商業・観光のバランスのとれた産業構造の確立とこれらの相互利活用により、活力に満ち

たまちづくりを推進する。また東関東自動車道の延伸によって、常陸那珂港と結ばれ、さらには、首都圏中

央連絡自動車道で筑波研究学園都市、百里飛行場の民間共用化と相まって、新たな産業の広がる可能性

も期待されている。 

 「道の駅いたこ」は、農業・商業・観光の連携した物産販売拠点、産業創造拠点として、潮来インターチェ

ンジの立地特性を活かしつつ、さらなる事業内容の充実を図る。 

また、新たな産業誘導拠点として期待する「道の駅周辺地区」を含めた潮来インターチェンジ周辺地域は、

流通産業や軽工業などの立地を推進する。 

  自然を活かし活用する観光では、潮来地区と牛堀地区、さらには周辺の水辺と連携し一層の振興を図る

とともに、観光を商業に結びつけ地域特性を活かした商業の活性化を図る。 

 さらに、農業については、農地の流動化・集約化を促進しつつ、適正な農地を保全する一方、稲作中心

の農業から、観光や商業と連携した特産品開発など新たな農業振興策を推進する。 

   

 

【施策の方針】 

  

  （１）農林水産業の振興（１）農林水産業の振興（１）農林水産業の振興（１）農林水産業の振興    

 

  水稲をはじめとする基幹作物について、低コスト化を柱として競争力を高める農業の振興を図る。そのた

め認定農業者をはじめとした中核農家の育成や兼業農家の経営改善、農地の有効利用を図るなどにより、

より効率性の高い農業を展開する。 

水田農業については、早場米として、水郷のイメージを活用した地元産米の消費拡大を推進するとともに、

生産性の高い経営の確立を目指し、ほ場整備を推進し優良農地の確保に努めるとともに、農地の流動化を

進め、担い手への集積を促進する。 

  新しい農業を目指し、特産品の開発、施設園芸等の育成を強化するとともに、貸し農園、体験農園による

都市農村交流を図り、担い手、後継者の発掘を進める。 

  水産業については霞ヶ浦、北浦、常陸利根川、外浪逆浦等における漁業や水産加工業の一層の推進を

図るとともに観光とも連携した水産業を推進する。 

 

  （２）工業の振興（２）工業の振興（２）工業の振興（２）工業の振興    

 

 鹿島臨海工業地帯と成田空港や首都圏との交通の結節点に位置していることを活用し、「道の駅周辺地 

区」を含めた潮来インターチェンジ周辺地域は、土地利用の高度化を図るため規制緩和を推進しつつ、流通

産業や軽工業などの立地を図る。また、社会経済情勢の動向に応じて、新たな工業団地の整備を検討する。 

 さらに、中小企業の健全育成を図るため、商工会と連携し支援を行っていく。 

 

５ 産業の振興 
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    （３）商業の振興（３）商業の振興（３）商業の振興（３）商業の振興    

 

 既存商店街の活性化については、観光振興と結びつけ、前川周辺基本整備構想等による、前川周辺の 

水辺を活用した一体的な整備の中での機能配置を進めるとともに、魅力ある商店街づくりのため駅前広場や

道路などを含めた景観整備事業などの拠点整備を行う。 

 牛堀地域では国道沿線に新たな商業地の形成、既成市街地では観光イベントと結びついた特徴ある商 

店街の振興を図る。 

 また、道の駅いたこやイベントを活用した物産販売等により、特産品のＰＲを行い商業育成を図る。 

 さらに、商工会等の育成・支援を図るとともに、連携しつつ経営指導等の意識啓発事業、商店街組織の育 

成強化を支援する。 

 

 （４）観光・レクリエーションの振興（４）観光・レクリエーションの振興（４）観光・レクリエーションの振興（４）観光・レクリエーションの振興    

 

 水辺や緑地などの恵まれた自然と水郷潮来の知名度を最大限に活用し、前川の河川改修に伴う周辺整

備や道の駅いたこの充実、牛堀地区の水辺の街再生事業などの観光拠点の整備を進める。 

 また、水辺の拠点や水郷県民の森、さらには周辺市町村との広域化を含めたネットワークと農業や商業と

の連携、そして地域の伝統文化・行事などとも連携を図り、観光振興を進める。 

  また年間スケジュールの下に、住民もともに楽しめるイベント・行事を計画的に開催するとともに、あやめ園

周辺や道の駅周辺、さらに水郷北斎公園など点在する水辺の空間ごとに、住民を含めあらゆる階層の人た

ちが楽しめる地域を創造していく。 

 

 （５）消費者行政の推進（５）消費者行政の推進（５）消費者行政の推進（５）消費者行政の推進    

      

     豊かな消費生活の普及とともに、消費活動に伴うトラブルの未然防止と、消費者相談センターの設置な

どの相談体制の整備を図る。 
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【具体的施策】                                                     
 

事 業 名 事 業 の 概 要 

 農林水産業の振興  土地改良事業、地域用水環境整備事業 

 農地流動化事業、緑化事業（花いっぱい） 

その他 

 商・工業の振興 道の駅周辺地区維持管理事業、 

道の駅いたこ周辺企業誘致事業、潮来インター周辺企業誘致事業 

その他 

 

 観光・ 

レクリエーションの振興 

 

 

 水郷潮来あやめ祭り大会、市営あやめ園整備、水郷潮来花火大会、 

水郷北斎公園牛堀桟橋補修、フィルムコミッション事業、 

その他 
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  （地域コミュニティ、市民協働参画、国際交流、男女共同参画、情報化社会への対応） 

 

【基本方向】 
 

 情報公開や広報広聴活動により、住民から信頼される開かれた行政に努め、将来に向けまちづくりを担う 

人材育成や住民の融和を図るとともに、国際交流や男女共同参画を推進する。 
 

【施策の方針】 
 

（１）地域コミュニティ（１）地域コミュニティ（１）地域コミュニティ（１）地域コミュニティ    
 

活動施設の整備やきめ細かな支援を行い、自治会活動やコミュニティ組織の活動を活発化していく。 

 

（２）市民参画（２）市民参画（２）市民参画（２）市民参画    
 

情報公開制度の定着や広報広聴活動を充実し、住民と行政の信頼関係を強めて、公共施設の整備など

計画段階から住民の参画を図る。 

     また、福祉、環境・リサイクル、教育・子育て、文化・スポーツ、国際協力など多彩な分野における市民活動の

支援、民間活力の導入を図る。 

 

（３）国際交流（３）国際交流（３）国際交流（３）国際交流    
 

 国際交流の推進では、国際社会の一員として認識を深めるため、講座の充実などにより、文化、スポーツ、

経済、技術等の交流活動を展開する。 

 

（４）男女共同参画の推進（４）男女共同参画の推進（４）男女共同参画の推進（４）男女共同参画の推進    
 

 男女が家庭、地域、職場の身近なところで男女共同参画社会の実現を、男女のよりよいパートナーシップ

を基本とし、計画的に推進を図る。 

 

 

【具体的施策】                                         
 

事業名 事 業 の 概 要 

男女共同参画の推進 

 

男女共同参画事業、その他 

 

  

６ コミュニティの推進 
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【基本方向】 

 

 地方分権の進展と抜本的な行財政改革の必要性が高まる中で、住民からの提言を尊重し時代の変化に 

対応した効率的、機能的な行政運営を目指して、第４次潮来市行財政改革大綱（平成２５年３月策定）を踏ま

え、重点的・積極的に行政改革を推進する。 

また、自治体行政には、政策形成機関として、市民要望やまちづくりの課題を的確に把握しながら明確な成 

果を求められるようになっており、評価にもとづく行財政運営を推進する。 

さらに、財政基盤強化に向け自主財源の確保に努め、限りある財源を有効に活用する。 

 

 

【施策の方針】 

 

 （１）行政運営の効率化（１）行政運営の効率化（１）行政運営の効率化（１）行政運営の効率化    

 

 すべての事務事業について、行政の効率化という観点からメリットが生じるよう民間委託等の可能性につ

いて検討するとともに、公の施設について指定管理者制度を含めた管理のあり方について、引き続き検証

を行う。 

また同様の観点から、組織・機構の見直しにあたっては、既存の組織・機構について、従来のあり方にと

らわれることなく、実質的に住民の福祉向上につながる事業を円滑に遂行できる簡素で効率的な組織機構

とする。 

 以上のような行政改革の流れに対応し、多様化、高度化する行政需要に対応するため、事務改善や情報

セキュリティに配慮しつつ電子自治体整備の推進に努めるとともに、職員研修体系の充実・強化を図る。 

  また、職員の定員管理に当たっては、定員適正化計画を見直し、適正な定数管理をおこなっていくものと

する。 

  さらに行政のスリム化を図った上で、政策形成機関として、行政運営の充実を図るため、行政評価制度の

確立と適切な運用を図る。また、行政のネットワーク化を推進するため、窓口業務等のオンライン化を強化す

る。 

  なお、土地をより高度にかつ合理的に利用するための基礎資料を整備するため、地籍調査事業を継続

して行う。 

 

    （２）財政運営の効率化（２）財政運営の効率化（２）財政運営の効率化（２）財政運営の効率化    

 

 財源の確保に努めるとともに、歳出においては、事務事業の見直しを積極的に進め経費の節減・合理化

を図る。 

投資的事業については事業実施前に事業コストと事業成果を把握し、その優先度、実施時期を決定し、

支出の効果が最大となるよう効率的な財政運営に努める。 

  多角的な財政の分析に基づき、中長期財政計画を確立し、「基本計画」と「実施計画」及び「予算編成」と

の整合を図る。 

  さらに事業や施設管理等の効果・効率を高めるため、民間活力の導入を積極的に導入する。 

  

７ 行財政の効率化 
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【具体的施策】                                      
 

事業名 事 業 の 概 要 

行政運営の効率化 

 

 事務ＯＡ化、職員研修、その他 

  

財政運営の効率化 

 

 地域振興基金、その他 

 

その他  地籍調査事業、家屋評価システム、その他 
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  公共施設の統合整備については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性

やバランス、さらには財政事情等を考慮しながら逐次整備していくことを基本とする。 

  学校、幼稚園等については、将来人口や地域特性を考慮し統合や廃止を含めて検討する。 

   また、新市庁舎の整備については、社会経済情勢の動向を踏まえ、適切な時期に整備を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Ⅴ 公共施設の統合整備 
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